
 

重要 中川小学校緊急時の登下校について  

<気象警報等が発表された場合> 

判断の時刻 … 午前６時 の段階 

 確認地域 発令状況 登校の有無 確認事項 

登

校

前 

   ○学校から連絡はありません。 

 

       発令中なら 

○午前６時以降解除になっても 

臨時休業となります。 

 

※ これらの場合メール配信は行いません。 

  ○状況により、学校から連絡を 

する場合があります。 

発令中なら        

○遅刻、欠席の扱いはしませんが、学

校へ連絡してください。 

○給食が交通事情等で中止になる時

は、午前中で下校となります。 

登

校

後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が発令された時。 

または下校が望ま

しいと判断された

時。 

 ○メール配信(登録されていないご家

庭は電話)で連絡します。 

 

○予定より下校時刻が早まる場合は

すべて学級での引き取りになります。 

 

○方面別下校を実施する場合(大雨

のおそれ、大雪のおそれ、不審者情報

等)は、教職員が送っていきます。 

 ※教職員が送っていくコースと最終

地点については裏面参照。 

 

 

令和５年 ４月～ 

（
※ 

横
浜
市
は
東
部
に
含
ま
れ
る
） 

神
奈
川
県
全
域
、
ま
た
は
神
奈
川
県
東
部
、
横
浜
・
川
崎 

暴風警報 

大雪警報 

暴風雪警報 

特別警報 

降灰予報 

暴風警報を 

伴わない 

大雨警報 
洪水警報 
注意報 

臨時休業 

家庭での 
判断 

（
※ 

横
浜
市
は
東
部
に
含
ま
れ
る
） 

神
奈
川
県
全
域
、
ま
た
は
神
奈
川
県
東
部 

暴風警報 
大雪警報 
暴風雪警報 
特別警報 
降灰予報 
その他の 

注意報 等 

学級での 

引き取り 
 

または 

 

方面別
下校 

★引き取り又は方面別下校が予想される天候時には、テレビ・ラジオ等により情報
を正確に把握し、事前に帰宅後のことを児童と話し合っておいてください。 

令和５年４月１０日 

横浜市立中川小学校 

学校長 二瓶 庄吾 



<市域のいずれかで大規模地震（震度 5強以上）が発生した場合> 

登校前 
 

登校後 
 

 

※震度５強未満でも、状況により引き取りを依頼する場合があります。 

その際は、メール配信（登録されていないご家庭は電話）で連絡します。 

 

<南海トラフ地震に関連する「臨時情報」が発表された場合> 

 

 

 

 

 

 

 

 

<その他預かり、引き取りの対応が必要となる事象> 
〇大規模地震にあたらない地震発生時においても、①市営地下鉄・田園都市線等の運行状況を確認し、再開

の見込みが立たない場合、または ②学校周辺の地域が停電となっていて、児童生徒を安全に帰宅させら

れないと判断される場合は、大規模地震（震度 5強以上）が発生した場合と同様の対応を行います。 

 

<全国瞬時警報ｼｽﾃﾑ（J ｱﾗｰﾄ）等により緊急情報が発令された場合> 

◎自然災害以外の警報（ミサイル・テロなど）が横浜市内（神奈川県全域、神奈川県東部）に発せられている場合、

以下の対応でお願いいたします。 

〇家にいる場合 

・警報の出ている間、登校を見合わせ、建物の中で安全を確保してください。 

・警報解除後にメールを配信します、その内容に従って行動をしてください。 

   ※メール配信を行いますが、混雑して即時配信は難しいことが予想されます。 

〇学校にいる場合 

・警報が出ている間、建物の中で安全を確保します。 

・下校時刻に警報が解除されている場合、通学路の安全確認の上、 

通常下校とします。 

・下校時に警報が継続している場合、状況を総合的に判断し、方面別下校または 

保護者による引き取りを行います。（メール配信を行います。） 

〇校外活動中の場合 

・宿泊学習や修学旅行の場合は、所在地の警報に従い、児童の安全を確保します。 

・宿泊を伴わない遠足や社会科見学などの場合は、近くの安全な場所に避難し、 

状況判断します。 

いずれの場合も保護者へはできるだけ速やかに状況を連絡します。 

 

 

当日・翌日は 臨時休業 学校から連絡があるまで自宅で待機する 

児童は学級に留め置き、保護者引き取り 

「地震発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まった」場合 

原則通常通り 

・市教育委員会より「全市一斉休校」の指示があった場合は休校。 

・家庭の判断で登校を見合わせる時は学校へ連絡する。 

・登校後は、状況により方面別下校あるいは保護者による児童の引き取りを行う。 

※状況を総合的に判断し、メール配信等により対応を連絡します。 

★家族以外の引き取り代理人がいる場合は、児童に分かるようにしておいてください。 

☆大切なものです、無くさないように見やすいところに貼ってください。 


